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第 1 章 第 3期計画の策定にあたって 

 

 １．計画策定の背景と趣旨 

我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化を受け、国では平成

24 年 8月に「子ども・子育て関連 3 法」を制定しました。 

 

これに基づき、平成 27年４月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、質の高い幼児期

の学校教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善、地域の子ども・

子育て支援の充実を目指していくこととされています。 

「子ども子育て支援法」に基づき、平成 27 年度から「子ども・子育て支援事業計画」の策定が義

務付けられ、その一方で次世代の社会を担う子どもの健全な育成のための「次世代育成支援対策推進

法」が 10 年延長され、「市町村行動計画」については策定が任意化されています。 

「子ども・子育て支援事業計画」の主な目的は、５年間の計画期間において、幼稚園、保育園、認

定こども園等の就学前の子どもが利用する「教育・保育事業」や「地域子ども・子 育て支援事業」の

需要量の見込みと、供給体制の確保の内容及び実施時期を定めることです。このため、各自治体にお

いては、基礎調査や地方版子ども・子育て会議等の議論等を踏まえ、実態に即した方法によるニーズ

把握と見込み量の設定を行うことが期待されています。 

昭和村においても、平成 17 年度からの「昭和村次世代育成支援行動計画」（前期計画）、平成 22

年度からの「昭和村次世代育成支援行動計画」（後期計画）、平成 27年度からの「昭和村子ども・子

育て支援事業計画」を策定し、これらの計画に沿って施策の展開を図ってきました。しかし、本村に

おいても少子化や核家族化、女性の社会進出による低年齢時保育ニーズの増大など、子ども・子育て

を取り巻く環境は大きく変化しています。  

 

「第 2期昭和村子ども・子育て支援事業計画」の取組の成果を踏まえ、子どもの健やかな育ちと子

育てを地域全体で支えていくための「第３期昭和村子ども・子育て支援事業計画」を策定します。 
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 ２．計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条第 1 項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」

と、次世代育成支援対策推進法第 8 条第 1 項に基づく「市町村行動計画」を一体のものとして策定

します。  

また、本計画は、本村のむらづくりの指針となる「昭和村振興計画」を上位計画とし、福祉分野の

上位計画である「昭和村地域福祉計画・昭和村地域福祉活動計画」や関連する個別計画と整合・連携

を図ります。 

 

■ 振興計画との一体性の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

子ども・子育て支援法 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第 61 条 市町村は、基本指針に即して、5 年を 1 期とする教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市

町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

 

次世代育成支援対策推進法 

（市町村行動計画） 

第 8 条 市町村は、行動計画策定指針に即して、5 年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、

5 年を 1 期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増

進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良

質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成

支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を策定することができる。 

子ども貧困対策

計画 

振 興 計 画 

今後の村づくりの方向性を示す基本的な計画 

 

子ども・子育て支援事業計画 
次世代育成支援行動計画 

地域福祉計画・地域福祉活動計画 

高齢者福祉計画・

介護保険事業計画 

子ども・若者育

成支援計画 自殺対策計画 
障がい者 

計画・障害福祉計画 
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３．計画の策定体制 

①子育て支援に関するアンケート調査 

小学生までの子どものいる世帯を対象に子育て支援に関するアンケート調査を実施しました。 

②昭和村子ども・子育て会議 

保護者の代表、主任児童委員、生活支援コーディネーター、教育委員会、保健福祉課による  

「昭和村子ども・子育て会議」を開催し、計画の方向性を整理しました。 

③昭和村保健福祉審議会 

保健・福祉・医療・教育関係者、学識経験者、行政職員等を委員とする「昭和村保健福祉審議会」

にて、計画内容の検証を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の期間 

 計画推進スケジュール 

R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 

          

          

本計画の期間は、「子ども・子育て支援法」の第 61条の規定にもとづき、策定するものとされてお

り、令和 7年度から令和 11 年度までの５年間を計画期間とします。  

また、本計画の施策が社会情勢の変化の中で、効果的に実現するよう、毎年度、進捗状況を管理す

るとともに、必要に応じて計画の見直しを行うなど弾力的な対応を図ります。   

庁内案の作成 

 
村  長 

保健福祉課 

（事務局） 

関係各課 

連 携 

提 案 意 見 

保健福祉審議会 

諮 問 

答 申 

福島県 

子ども・子育て 

支援事業計画 
調 整 

子育て世帯 

調 査 

意 向 

第 6 次昭和村振興計画（後期） 
第 7 次昭和村振興計画 

（前期）※R11まで 

第 2 期昭和村子ども・子育て 

支援事業計画 

第 3 期昭和村子ども・子育て 

支援事業計画 

子ども・子育て会議 

検 討 
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第２章 昭和村の子ども・子育て家庭を取り巻く状況 

 

１．人口・世帯の状況 

（１）人口の推移 

昭和村の人口は年々減少傾向にあり、令和 2年に 1,221 人だった人口が令和 6 年度には 

1.093 人と 128 人の減となっています。 

 

昭和村の人口の推移                    （単位：人） 

資料：国勢調査、推計人口（各年度 10 月１日現在） 

 

 

（２）児童人口の推移 

昭和村の児童人口は年々減少傾向にあり、令和 2 年に８０人だった児童人口が令和 6 年度には

７８人と 2人の減となっています。 

 

昭和村の児童人口の推移                           （単位：人） 

区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

0～5 歳 26 26 28 25 26 

6～11 歳 28 28 23 26 28 

12～14 歳 11 11 13 14 13 

15～17 歳 15 15 14 11 11 

合計 80 80 78 7６ 78 

資料：住民基本台帳人口（各年度 10月１日現在） 

 

 

 

 

 

区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

0～14 歳 
65 

（ 5.3％） 

65 

（5.5％） 

64 

（ 5.5％） 

65 

（ 5.8％） 

67 

（ 6.1％） 

15～64 歳 
455 

（37.3％） 

431 

（36.6％） 

431 

（37.3％） 

414 

（36.7％） 

388 

（35.5％） 

65 歳以上 
701 

（57.4%） 

685 

（58.1％） 

662 

（57.2％） 

650 

（57.6％） 

637 

（58.3％） 

合計 1,221 1,179 1,157 1,129 1,093 



～ 5 ～ 

 

（３）世帯の状況 

昭和村の世帯の家族類型は、「単独世帯」が 43.0%と最も割合が高く、福島県や国と比較すると、

「夫婦のみの世帯」（27.4%）の割合が高く、「夫婦と子どもの世帯」（9.9%）の割合が低くなって

います。 

 

世帯の家族類型                         

資料：国勢調査（令和 2年１０月 1日現在） 

 

 

（４）ひとり親世帯の状況 

昭和村のひとり親世帯は、母子世帯が 1 世帯（0.2%）、父子家庭が 2 世帯（0.3%）となってお

り、福島県や国の割合と比較すると、低くなっています。 

 

ひとり親世帯                          

区分 世帯 

ひとり親世帯 

母子世帯 父子世帯 

実数 割合 実数 割合 

昭和村 588 世帯 1 世帯 0.2% 2 世帯 0.3% 

福島県 740,089 世帯 16,335 世帯 2.2% 1,741 世帯 0.2% 

全国 55,704,949 世帯 1,257,558世帯 2.3% 137,023 世帯 0.2% 

資料：国勢調査（令和 2年１０月 1日現在） 

 

※ひとり親世帯とは、未婚・死別又は離別の女（男）親と、未婚の 20歳未満の子どものみから成る

一般世帯のこと 

  

区分 一般世帯 単独世帯 

核家族世帯 
その他 

の世帯 
夫婦のみ 

夫婦と 

子ども 

男親と 

子ども 

女親と 

子ども 

昭和村 
588 世帯 

100.0% 

253 世帯 

43.0% 

161 世帯 

27.4% 

58 世帯 

9.9% 

8 世帯 

1.4% 

29 世帯 

4.9% 

79 世帯 

13.4% 

福島県 100.0% 33.1% 19.3% 22.7% 1.5% 8.4% 15.0% 

国 100.0% 38.0% 20.0% 25.0% 1.3% 7.7% 8.0% 
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（５）婚姻の状況 

20～30 代の未婚率は、福島県と比較すると 20～29 歳以外の年代で高くなっています。 

 

昭和村の配偶関係別人数                         （単位：％） 

区分 未婚 有配偶 死別 離別 

昭和村 20～24 歳  83.8 16.7 0.0 0.0 

昭和村 25～29 歳  62.5 34.4 0.0 3.1 

昭和村 30～34 歳 50.0 48.2 0.0 1.8 

昭和村 35～39 歳 36.4 54.5 0.0 9.1 

福島県 20～24 歳 91.5 7.9 0.0 0.6 

福島県 25～29 歳 64.5 33.2 0.0 2.3 

福島県 30～34 歳 41.7 54.2 0.1 4.0 

福島県 35～39 歳 30.3 63.7 0.2 5.9 

資料：国勢調査（令和 2年１０月 1日現在） 

 

 

（６）合計特殊出生率の推移 

昭和村の場合、人口が少ないため各年でばらつきがあり動向が把握できませんが、福島県や国と

比較するとおおよそ少なくなっています。 

 

昭和村の合計特殊出生率の推移                       （単位：人） 

区分 令和 1 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

昭和村 0.85 1.20 2.17 1.29 0.98 

福島県 1.47 1.39 1.36 1.27 1.21 

国 1.36 1.33 1.30 1.26 1.20 

資料：庁内資料 

※合計特殊出生率：一人の女性が生涯に生むと見込まれる子どもの数を表すものであり、その年の 

１５歳から４９歳までの女性が生んだ子どもの数を元に算出されます。 
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（７）女性の労働の状況 

福島県や国では出産・育児による 30代の離職が多くなる傾向がありますが、昭和村では労働

力率は高く、子育て期においても働いている女性が多いことがわかります。 

 

昭和村の女性の労働力率                         （単位：％） 

区分 
15 ～

19 歳 

20 ～

24 歳 

25 ～

29 歳 

30 ～

34 歳 

35 ～

39 歳 

40 ～

44 歳 

45 ～

49 歳 

50 ～

54 歳 

55～ 

59 歳 

昭和村  13.3 60.0 70.0 77.8 95.0 89.5 90.0 78.9 80.8 

福島県  13.1 75.7 85.7 80.5 81.3 83.9 84.4 81.7 77.1 

国 16.8 74.2 86.6 79.1 78.1 80.8 82.0 80.2 75.3 

資料：国勢調査（令和 2年１０月 1日現在） 

 

２．保育の状況 

（１）保育所の状況 

本村の保育所は、公立の保育所が１か所、 定員数は 45 人で保育士４人となっており直近５年

間では変わっておりません。入所待機児童数は直近の５年間は０人となっています。 

 

保育所入所児童数の推移                  

区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

認可保育所数（カ所） １ １ １ １ １ 

定員数（人） ４５ ４５ ４５ ４５ ４５ 

入所対象児童数（人） 

※1 歳～5 歳児 
２６ ２６ ２８ ２５ ２６ 

入
所
児
童
数 

合 計（人） ２０ ２２ １９ ２１ １９ 

０歳児（人） ０ ０ ０ ０ ０ 

１歳児（人） ５ ７ ４ ６ ７ 

２歳児（人） ３ ４ ６ ３ 3 

３歳児（人） ２ ３ 4 ４ ３ 

４歳児（人） ５ 3 ３ ４ ４ 

５歳児（人） 5 ５ ２ ４ ２ 

入所率（％） ４４．4％ ４８．８％ ４２．2％ ４６．６％ ４２．2％ 

入所待機児童数（人） ０ ０ ０ ０ ０ 

保育士数（名） ３ ３ ３ ３ ３ 

   資料：庁内資料（各年度 4 月 1 日現在） 
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（２）家庭的保育事業の状況 

平成２８年度から平成３０年度まで、仕事や病気などで家庭での保育ができない保護者に代わり、

生後６ヶ月から３歳未満までの乳幼児を、家庭的保育者（保育ママ）の自宅で預かる家庭的保育事

業を実施しました。過去５年間の利用はありません。 

 

利用入所児童数の推移                   

区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

設置数（カ所） ０ 0 0 0 ０ 

定員数（人） ０ 0 0 0 ０ 

利
用
児
童
数 

合 計（人） ０ ０ 0 0 ０ 

０歳児（人） ０ ０ ０ ０ ０ 

１歳児（人） ０ ０ 0  ０ ０ 

２歳児（人） ０ ０ ０ 0 ０ 

入所率（％） ０．０％ ０．０％ ０．０％ 0．0％ ０．０％ 

入所待機児童数（人） ０ ０ ０ ０ ０ 

保育士数（名） ０ 0 0 0 ０ 

資料：庁内資料（各年度 4 月 1 日現在） 

 

 

３．放課後児童クラブの状況 

本村には放課後児童クラブを１カ所設置しており、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学

校に就学している児童（小学１年生～６年生）に対し、授業の終了後等に公民館を利用して適切な

遊び及び生活の場を与えて、児童の健全育成を図っています。平成２８年度から内容を拡充し、利

用者も増加しています。 

 

区分 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

児童クラブ数（カ所） １ １ １ １ １ 

登録数（人） 1４ １７ １８ １８ ２２ 

平均利用者数 ※平日（人） ２．０ １０．５ １２．１ ９．０ ５．４ 

平均利用者数 ※長期休業（人） ０ ７．４ １１．７ ９．４ ５．６ 

支援員数（人） １ ２ ２ 1 1 

資料：庁内資料 
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４．子育て世帯の状況 

令和７年２月に、小学生までのお子さんがいる保護者を対象として「子育て支援に関するアンケー

ト調査」を実施しました。 

※配布数 29件、回収数 25 件、回収率 86％ 

 

（１）日頃、お子さんをみてもらえる親族や知人はいますか（複数回答可）   （単位：件） 

 

 祖父母等の親族にみてもらえると回答した方が多い中、「いずれもいない」という回答も 7 件 

ありました。 

 

（２）子育てをするうえで気軽に相談できる人や場所はありますか 

 

  「ある」と回答した方が 100％でした。 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

日常的に祖父母等の親族に

みてもらえる

緊急時や用事の際には祖父母等の

親族にみてもらえる

日常的に子供を見てもらえる

友人・知人がいる

緊急時や用事の際には子供を

見てもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

6

13

3

5

7

0

100%

0%0%

ある

ない

無回答
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（３）（２）であると回答した方の、気軽に相談できる先は誰（どこ）ですか（複数回答可） 

（単位：件） 

 

  相談相手としては「友人・知人」、「配偶者・パートナー」、「父母（子どもの祖父母）」が多くなっ

ていますが、次に「役場保健福祉課担当者・保健師」、「保育所・小学校」が多くなっています。 

  

 

（４）昭和村は子育てしやすい村だと思いますか               （単位：件） 

 

  子育てしやすい村だと思うと回答された方が多い中、「そう思わない」という意見がありました。 

 

0 2 4 6 8 10 12

配偶者・パートナー

父母（子供の祖父母）

友人・知人

隣近所の人・地域の知人

職場の人

保育所・小学校

役場保健福祉課担当者・保健師

病院・かかりつけ医

民生委員・児童委員

民間の電話相談

ＳＮＳ等

その他（自由記載）

無回答

7

3

1

0

1

4

4

2

0

0

2

1

0

11

10

11

5

8

8

5

4

1

0

0

1

0

就学後 就学前

0 2 4 6 8 10 12 14

そう思う

どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない

そう思わない

無回答

2

3

1

1

0

5

13

0

0

0

就学後 就学前
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第３章 計画の基本理念と目標 

 

１．計画の基本理念 

 

 

 

安心して子どもを産み育てられる環境づくりには、すべての村民と行政が連携・協働しながら、村

ぐるみで取り組むことが大切です。 

豊かな自然に包まれ、人と人とのつながりが強い、小さな村の特性を活かしながら、地域全体のふ

れあいの中で郷土を愛し、たくましい子どもが育つ村づくりを目指します。 

 

２．計画の基本的な視点 

（１） 子どもの視点  

子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益を最大限に尊重しながら“子育て・子育ち”支援に取り

組みます。また、子どもは次代の親となるものとの認識の下に、豊かな人間性を形成し、自立して家

庭を持つことができるよう、長期的な視野に立った子どもの健全育成のための取り組みを進めます。  

 

（２） サービス利用者の視点  

移住者の増加による核家族化や、価値観の多様化に伴い、子育て支援に係る多様なニーズに柔軟に

対応できるように、利用者の視点に立って総合的に取り組みます。また、利用者が安心してサービス

を利用できるために、人材育成に努め、サービスの評価を行いながら質の向上を図ります。 

 

（３） 地域での支え合いの視点  

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、地域全体

で子育ての支援を積極的に進めていくことができるよう支え合いの仕組みづくりに取り組みます。 

 

 

 

  

和をもって 子どもの笑顔をつくる村 しょうわ 
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 ３．計画の基本目標 

本計画では、基本理念を実現するために、３つの基本的な視点の中で、次の６つを基本目標として、

総合的に施策を推進します。 

 

基本目標１ 教育・保育環境の充実 

安心してゆとりある子育てができるよう、幼児期の保育サービスの充実に努めます。 

また、地域の特色を生かし、魅力ある学校教育を推進します。 

 

基本目標２ 子育て支援の充実 

すべての子育て家庭に対し、様々な支援サービスの充実を図り、不安や悩みの軽減につなげます。

また、地域全体で子育てを支援できるような環境づくりに努めます。 

 

基本目標３ 親と子どもの健康づくりの推進 

安心して子どもを産み、育てるために、妊娠早期から親と子どもの心身の健康管理を支援します。

また、子どもの健やかな成長のため、食育や健康づくりを推進します。 

 

基本目標４ 仕事と子育ての両立支援 

子育て家庭において仕事と生活の調和を実現するため、啓発活動を推進します。 

 

基本目標５ 生活環境の整備 

子どもが事故や犯罪に遭わないよう防止対策を推進します。 

また、身近な活動の場の確保と整備を推進します。 

 

基本目標６ 援助を必要とする子どもや家庭への支援 

いじめや児童虐待の被害を受けた子どもや、生まれながらに障がいを持った子どもなど、援助を必

要とする子どもやひとり親などの家庭への支援を推進します。 

 

基本目標 7 子ども・若者・育成支援 

こども・若者が自らの居場所を得て、成長・活躍できる社会の実現に向け、こども・若者の意見

表明や社会参画を促進しつつ、分野を超えて社会総掛かりで、こども・若者の育成・支援の取組を

推進しています。 
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 ４．計画の体系 

 

 

 

 

 

基本目標１ 教育・保育環境の充実 

基本施策１ 学校教育の充実 

基本施策２ 保育環境の充実 

基本目標２ 子育て支援の充実 

基本施策１ 相談体制の充実 

基本施策２ 子育てに関する情報の提供 

基本施策３ 体験活動や世代間交流の実施 

基本施策４ 放課後児童健全育成事業の推進 

基本施策５ 子育て世代の経済的負担の軽減 

基本目標３ 親と子どもの健康づくりの推進 

基本施策１ 妊産婦の健康づくり 

基本施策２ 子どもの健康づくり 

基本目標４ 仕事と子育ての両立支援 

基本施策１ 就労環境の見直しの普及啓発 

基本目標５ 生活環境の整備 

基本施策１ 子どもの安全確保 

基本施策２ 活動の場の確保と整備 

基本目標６ 援助を必要とする子どもや家庭への支援 

基本施策１ いじめ児童虐待防止体制の充実 

基本施策２ ひとり親家庭への支援 

基本施策３ 障がいのある子どもや家庭への支援 

                 基本施策 4 児童虐待の防止・ヤングケアラーへの支援 

基本施策５ 児童の貧困対策の推進 

基本目標 7 子ども・若者・育成支援 

基本施策１ 出産祝い金の支給 

基本施策２ 不妊治療助成事業 

 

〈基本理念〉 和をもって 子どもの笑顔をつくる村 しょうわ 

〈視点〉 子どもの視点・サービス利用者の視点・地域での支え合いの視点 
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５．行動計画 

基本目標１ 教育・保育環境の充実 

 

基本施策１ 学校教育の充実 

 義務教育としての９年間を見通した教育を実現する小中連携教育など、児童生徒が特色ある教育

環境で学ぶことができるよう、小中一貫教育の検討、一人一人の個性と能力を伸ばし、生きる力と

豊かな人間性の形成を学校・家庭・地域と連携して進めます。 

また、昭和村の特性を生かした個性ある教育を実現するとともに、誰もが集団の中で平等に、 そ

して快適に教育が受けられるきめ細かな教育サポートを実現します。  

 

 基本施策２ 保育環境の充実 

  共働きの家庭が増え、保育所の利用率も増加していることから、職員の確保と人材育成に努め

るとともに施設の安全管理を行い、保育環境の充実を推進します。 

また、多様化する保育ニーズへの適切な対応にも努めます。 

 

 

基本目標２ 子育て支援の充実 

 

基本施策１ 相談体制の充実 

子育て世代包括支援センター（すみれ荘）において妊娠期から子育て期にわたり、当事者の視

点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく切れ目のない相談支援を行いま

す。 

また、乳幼児の家庭訪問や乳幼児健診等において、育児相談や発達相談に応じ、専門機関との

連携を図りながら支援を行います。 

 

基本施策２ 子育てに関する情報の提供 

 子育てに関する正しい知識や乳幼児の事故防止に関する普及啓発を行います。 

 また、村で行っている事業等について、子ども・子育て支援ガイドブックやホームページを活

用し周知を行います。 

 

基本施策３ 体験活動や世代間交流の実施 

 将来の昭和村を担う子どもたちが、愛着と誇りを持って村づくりを担うことができるよう、

様々な体験活動や世代間交流を行う機会づくりに努めます。 

 

基本施策４ 放課後児童健全育成事業の推進 

 仕事と子育ての両立を支援するため、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生の遊び及

び生活の場を確保するため、昭和村放課後児童クラブにおいて、安全対策に努めながら見守りを

行います。 
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基本施策５ 子育て世代の経済的負担の軽減 

子育て中の家庭に対し、こどもや若者の自己選択・自己決定・自己実現を社会全体で後押し、

成育環境等によって差別的取扱いを受けることのないようにする。虐待、いじめ、暴力等からこ

どもを守り、救済し経済的負担が軽減できるよう、保育料・給食の無償化、子どもの医療費の助

成、児童手当、乳児育児用品の支給など各種支援施策の実施及び活用に努めます。 

 

基本目標３ 親と子どもの健康づくりの推進 

 

基本施策１ 妊産婦の健康づくり 

 妊産婦に対して、出産、育児、健康づくりに関する情報提供を行うとともに、妊婦健診費用の

無料化や産後ケアに係る助成により継続的な支援を行います。 

 

基本施策２ 子どもの健康づくり 

定期的な乳幼児の健康診査や、予防接種費用の助成と接種率向上のための取り組みを実施し、健 

康の保持・増進を支援します。 

 また、健全な食生活を実践できる力を育むため、食に関する学習の機会や情報提供を進めます。 

 

基本目標４ 仕事と子育ての両立支援 

 

基本施策１ 就労環境の見直しの普及啓発 

男女を問わず、共働き世帯が増加し、結婚・出産後も仕事を続けたい人が多くなっている中、そ

の両立を支援していくことが重要であるため、共働き・共育てを推進し、育児負担が女性に集中し

ている実態を変え、男性の家事や子育てへの参画を促進する。 

また、仕事と生活の調和の実現に向けた取り組みを推進します。 

 

基本目標５ 生活環境の整備 

 

基本施策１ 子どもの安全確保 

子どもの交通事故や犯罪被害を防止するための活動や教育を実施し、関係機関と連携した安全対

策を推進します。 

 

基本施策２ 活動の場の確保と整備 

 身近な遊び場となる屋内外の施設等の安全管理に努め、必要に応じた整備を図ります。 

 

基本目標６ 援助を必要とする子どもや家庭への支援 

 

基本施策１ いじめ児童虐待防止体制の充実 

 いじめや児童虐待を未然に防ぎ、また虐待に遭った子どもを早期に発見し支援していくためにも 

関係機関との連携・情報共有を密にし、子どもの安全を最優先に迅速かつ的確な対応に努めます。 
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基本施策２ ひとり親家庭への支援 

 ひとり親家庭では仕事と子育ての両立が必要不可欠であることから、相談体制を充実させ、福祉 

サービスの情報提供を行い、生活支援、就業支援、経済的支援など総合的な取り組みを実施します。 

 

基本施策３ 障がいのある子どもや家庭への支援 

乳幼児期を含め早期からの相談支援体制を整備し、関係機関が連携して支援を行います。 

また、福祉サービスの情報提供を行い、就学支援、経済的支援など総合的な取り組みを実施しま 

す。 

 

基本施策 4 児童虐待の防止・ヤングケアラーへの支援 

 児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応に繋げるため、虐待に関する知識の普及啓発・情報提

供や支援機関等の周知を図るとともに、行政から各家庭に出向くアウトリーチ型の支援を行います。 

また、ヤングケアラー等の早期把握・支援にも繋げられるよう、関係機関・団体との連携体制を図

ります。 

 

基本施策５ 児童の貧困対策の推進 

 関係機関や団体と連携し、支援を必要とする家庭に対し、適切な支援を図るため、情報提供や周

知等を図り、村全体で子どもの貧困対策を図ります。 

 

基本目標 7 子ども・若者・育成支援 

 

基本施策１ 出産祝い金の支給 

 村の人口増加と若者の定住を図るために、赤ちゃんが生まれた家庭には出産祝金を支給していま

す。 

 

基本施策２ 不妊治療助成事業 

 不妊治療の経済的負担を軽減するため、治療に係る費用の自己負担について、費用の一部を助成

します。 
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第４章 子ども・子育て支援事業の実施 

 

１．教育・保育提供区域の設定 

子ども・子育て支援法において、市町村は「教育・保育提供区域」を設定することが義務付けられ

ています。  

区域の範囲については各自治体の裁量に任されており、昭和村では子どもの人数や資源の状況を踏

まえ、基本的な教育・保育提供区域として村全体を１区域と設定します。 

 

２．幼児期の教育・保育の量の見込み 

子どもの人口推計から算出した教育・保育の量の見込み（保育所等を利用する子どもの数）を年

度ごとに集計した表が以下になります。 

本村において 3 歳児クラス対象児以上の子どもはほぼ保育所に入所していることから、3 歳児ク

ラスから 5歳児クラス対象の子どもは全員保育の必要性があると見込みます。 

 

計画年度別教育・保育の量の見込み R2 R3 R4 R5 R6 

就学前子どもの人数 

（０～5 歳児クラス対象児） 
２６ ２６ ２８ ２５ ２６ 

１号 保育の必要性なし 0 0 0 0 ０ 

2 号 保育の必要性あり 

（3～5歳児クラス対象児） 
12 10 9 12 9 

３号 保育の 

必要性あり 

０歳児クラス 

対象児 
0 0 0 0 0 

1～2 歳児クラス 

対象児 
8 12 10 9 10 

２号と３号の合計（保育所総利用者） 20 22 19 21 19 

教育・保育を利用しない子ども 

（家庭で保育ができる等） 
6 4 9 4 7 

 

 ※１号（認定子ども）・・・満３歳以上の子どもで、保育の必要性がないとされた子ども 

 ※２号（認定子ども）・・・満３歳以上の子どもで、保育の必要性があるとされた子ども 

 ※３号（認定子ども）・・・満３歳未満の子どもで、保育の必要性があるとされた子ども 

 ※量の見込みは各年度 4 月 1 日時点の利用者見込み数。 
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３．幼児期の教育・保育の確保方策 

村においては、保育所等の利用希望があるのに利用できない待機児童はおらず、保育を必要とする

子どもは村内の保育所や近隣市町村の広域入所で保育需要量は十分に満たされています。 

現在３歳児クラス対象児以上の子どもはほぼ公立保育所に入所していますので、１号認定対象者を

見込まず、計画を策定します。 

 

計画年度別教育・保育の提供体制 R2 R3 R4 R5 R6 

１号 保育の必要性なし 0 0 0 0 ０ 

2 号 保育の必要性あり 

（3～5歳児クラス対象児） 
35 35 35 35 35 

３号 保育の 

必要性あり 

０歳児クラス 

対象児 
0 0 0 0 0 

1～2 歳児クラス 

対象児 
10 10 10 10 10 

２号と３号の合計（保育所総利用者） 45 45 45 45 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～ 19 ～ 

 

４．地域子ども・子育て支援事業について 

地域子ども・子育て支援事業とは、「子ども・子育て支援法」第 59 条に掲げられている下記 13事

業のことをいい、市町村は地域の実情に応じて事業を実施することとなっています。 

＜子ども・子育て支援事業の一覧＞ 

①利用者支援事業 

②地域子育て支援拠点事業  

③妊婦健康診査 

④乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

⑤(1)養育支援訪問事業 

(2)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保護児童等の支援に資する事業） 

⑥子育て短期支援事業 

⑦ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

⑧一時預かり事業  

⑨延長保育事業 

⑩病児保育事業 

⑪放課後児童健全育成事業 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

⑭妊婦包括相談支援事業 【第 3 期追加】 

⑮子育て世帯訪問支援事業 【第 3 期追加】 

⑯産後ケア事業 【第 3期追加】 

⑰乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 【第 3 期追加】 

⑱児童育成支援拠点事業 【第 3 期追加】 

⑲親子関係形成支援事業 【第 3 期追加】 
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５．地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

①利用者支援事業 

事業内容：子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業 

等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調 

整等を実施する事業です。 

設置状況：平成 30 年度から昭和村保健医療福祉総合センター内に「昭和村子育て世代包括 

支援センター」を設置し、保健師が相談に応じ妊娠期から子育て期にわたる切れ 

目のない支援を行っています。 

 

 

 

 

 

②地域子育て支援拠点事業  

事業内容：公共施設、保育所及び児童館等の地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の 

親子の交流、育児相談、情報提供等を行います。 

実施状況：当事業は未実施ですが、「昭和村子育て世代包括支援センター」での支援や、つみ 

きクラブを週１回開催し親子の交流の場を提供しています。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人日） － － － － － 

確保方策 （人日） － － － － － 

 

 

③妊婦健康診査 

事業内容：妊婦の健康の保持・増進を図るとともに、安全な出産を迎えるため、妊婦健康診 

査の費用助成を行います。 

実施状況：全妊婦に対して 15 回の妊婦健康診査の費用助成を行っています。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人回） 75 75 75 75 75 

確保方策 （人回） 75 75 75 75 75 

 

 

  

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（箇所） 1 1 1 1 1 

確保方策 （箇所） 1 1 1 1 1 
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④乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

事業内容：生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児不安や悩みを聴き、子 

育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把 

握・助言を行います。 

実施状況：生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を 1 回訪問しています。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人回） 5 5 5 5 5 

確保方策 （人回） 5 5 5 5 5 

 

 

⑤(1)養育支援訪問事業 

事業内容：養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事等の養育能力を向上 

させるための支援（相談支援、育児・家事援助など）を行います。 

実施状況：本事業は未実施ですが、乳児家庭全戸訪問事業などの母子保健施策を通じて必要 

な支援を行っていきます。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人回） － － － － － 

確保方策 （人回） － － － － － 

 

 

⑤(2)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保護児童等の支援に資する事業） 

事業内容：要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図る 

ための取組に対する支援を行います。 

実施状況：本事業は未実施ですが、担当者間の連携を密にして要保護児童対策を行っていき 

ます。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（箇所） － － － － － 

確保方策 （箇所） － － － － － 

 

 

⑥子育て短期支援事業 

事業内容：保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難とな 

った児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業（短期入 

所生活援助事業 （ショートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステ 

イ事業））です。 

実施状況：本事業は未実施ですが、今後のニーズを踏まえ、事業の実施を検討します。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人回） － － － － － 

確保方策 （人回） － － － － － 
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⑦ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

事業内容：乳幼児や小学生等の児童の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受ける 

ことを希望する者（利用会員）と援助を行う者（協力会員）との相互援助活動に 

関する連絡・調整を行います。 

実施状況：本事業は未実施ですが、昭和村社会福祉協議会の「住民支え合い事業」で同様の 

支援を行っています。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（箇所） － － － － － 

確保方策 （箇所） － － － － － 

 

 

⑧一時預かり事業 

事業内容：家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、 

昼間において、保育所等で一時的に預かります。 

実施状況：本事業は未実施ですが、今後のニーズを踏まえ、事業の実施を検討します。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人日） － － － － － 

確保方策 （人日） － － － － － 

 

 

⑨時間外保育事業 

事業内容：保育の認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時 

間において、保育所等において保育を実施します。 

実施状況：本事業は未実施ですが、今後のニーズを踏まえ、事業の実施を検討します。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人日） － － － － － 

確保方策 （人日） － － － － － 

 

 

⑩病児保育事業 

事業内容：病気の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看 

護師等が一時的に保育等を行います。 

実施状況：本事業は未実施ですが、今後のニーズを踏まえ、近隣市町村や医療機関との連携 

を図りながら事業の実施を検討します。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人日） － － － － － 

確保方策 （人日） － － － － － 
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⑪放課後児童健全育成事業 

事業内容：保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生を対象に、授業の終了後や長期休 

業中に公民館等で適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図ります。 

実施状況：平成 28 年度から対象児童を小学３年生から小学６年生へと拡大し、支援員を配 

置することより活動の充実を図りました。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人） 14 17 18 18 22 

 内 1,2,3 年 11 11 13 11 13 

 内 4,5,6 年 3 6 5 7 9 

確保方策 （人） 30 30 30 30 30 

 

 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 

事業内容：保護者の世帯所得の状況等を勘案して、教育・保育施設等に対して保護者が支払 

     うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用や行 

事への参加に要する費用を助成します。 

実施状況：本事業は未実施ですが、今後のニーズを踏まえ、事業の実施を検討します。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人） － － － － － 

確保方策 （人） － － － － － 

 

 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

事業内容：特定教育・保育施設等への民間事業者の参入に関する調査研究その他多様な事業者の能 

力を活用した特定教育・保育施設等の設置や運営を促進します。 

実施状況：本事業は未実施ですが、今後のニーズを踏まえ、事業の実施を検討します。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（箇所） － － － － － 

確保方策 （箇所） － － － － － 

 

 

⑭妊婦包括相談支援事業 【第 3 期追加】 

事業内容：妊婦のための支援給付と併せて、妊婦とその配偶者等に対して面談等により情報提供や

相談を行い、関係機関との連携により支援体制を充実させ、身体的、精神的ケアを実施

します。 

実施状況：令和 5 年 1 月より出産・子育て支援給付金事業を行っております。  

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（回） 5 5 5 5 5 

確保方策 （回） 5 5 5 5 5 
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⑮子育て世帯訪問支援事業 【第 3 期追加】 

事業内容：訪問支援員が、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤン

グケアラー等がいる家庭を訪問し、不安や悩みの相談や、家事・子育て等の支援を実施

することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐために実

施します。 

実施状況：本事業は未実施ですが、今後のニーズを踏まえ、事業の実施を検討します。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人） － － － － － 

確保方策 （人） － － － － － 

 

⑯産後ケア事業 【第 3 期追加】 

事業内容：産後早期の母子等に対し、心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育

てができる支援体制の確保を行います。  

実施状況：産後 1 年未満の母子のうち、家族等から家事や育児の援助が十分に受けられない方へ

「日帰り型」10 カ所「宿泊型」４カ所「訪問型」1４カ所の委託カ所で支援を実施して

います。 

【産後ケア実績】 

年度 R２ R３ R４ R５ R６ 

人（延べ） ０ １ ０ ０ ０ 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人） 5 5 5 5 5 

確保方策 （人） 5 5 5 5 5 

 

⑰乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 【第 3 期追加】 

事業内容：保育所等において、満３歳未満の乳児又は幼児に適正な遊び及び生活の場を与えるとと

もに、当該乳児又は幼児その保護者の心身の状況及び養育環境を把握するために保護者

と面談並びに子育ての情報提供、助言その他の援助を行います。  

実施状況：本事業は未実施ですが、今後のニーズを踏まえ、事業の実施を検討します。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人） － － － － － 

確保方策 （人） － － － － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～ 25 ～ 

 

⑱児童育成支援拠点事業 【第 3 期追加】 

事業内容：養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居

場所となる場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成

や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の

状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援

を包括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育

成を図ります。 

実施状況：本事業は未実施ですが、今後のニーズを踏まえ、事業の実施を検討します。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人） － － － － － 

確保方策 （人） － － － － － 

 

⑲親子関係形成支援事業 【第 3 期追加】 

事業内容：児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義

やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報

の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互

に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を

行うことにより、親子間における適切な関係性の構築を図ります。 

実施状況：本事業は未実施ですが、今後のニーズを踏まえ、事業の実施を検討します。 

 

年度 R７ R８ R９ R１０ R１１ 

量の見込み（人） － － － － － 

確保方策 （人） － － － － － 
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第５章 計画の推進 

 

１．推進の体制 

本計画を推進していくために、定期的に開催している「課長会議」、「係長会議」において庁内の 

情報を共有し、全庁的に計画の推進に取り組みます。 

また、関係機関や民間団体等から構成される「子ども・子育て会議」、「昭和村保健福祉審議会」に 

おいて、関係機関等の意見や提案を取り入れながら、行政と民間の連携強化を図り、総合的に取り組

みます。 

 

 ２．計画期間中の見直しについて 

子どもと子育てをする親を取り巻く環境は、時流にともない変化していきます。 

本計画は、理念だけのものに終わらず、時流に対応した現実的な事業計画として推進していくため

に、計画に定める事項について、定期的に調査、分析及び評価を行い、必要があると認められるとき

は、計画期間中においても本計画の見直し・変更その他必要な措置を講じるもの（ＰＤＣＡサイクル）

とします。 

 

■ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画（Plan） 
・子ども・子育て支援事業計画策定に当たっての基本的な考え方及び達成すべき 

目標、サービス提供体制に関する量の見込みを提示する。 

実行（Do） ・計画の内容を踏まえ、事業を実施する。 

評価（Check） 

・成果目標及び活動指標については、年１回は事業実績を把握し、子育て支援施 

策や関連施策の動向も踏まえながら、子ども・子育て支援事業計画の分析・評

価を行う。 

・評価の際には、昭和村保健福祉審議会等の意見を聴くとともに、その結果の公

表を検討する。 

改善（Act） 
・評価等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、子ども・子育て支援事業

計画の見直し等を実施する。 

Ｐｌａｎ 

Ｃｈｅｃｋ 

Ａｃｔ Ｄｏ 


